
令和４年６月２日提出 

令和４年６月市議会定例会議案 

（議案第３２号から議案第４９号まで） 

木 更 津 市 



 

令和４年６月市議会定例会議案目録 

 

議 案 番 号 件        名 関 係 部 等 頁 

議案第３２号 木更津市副市長の選任について 総 務 部 １ 

議案第３３号 専決処分の承認を求めることについて 財 務 部 別冊 

議案第３４号 令和４年度木更津市一般会計補正予算（第１号） 財 務 部 別冊 

議案第３５号 
令和４年度木更津市公設地方卸売市場特別会計補正

予算（第１号） 
経 済 部 別冊 

議案第３６号 
木更津市固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て 
総 務 部 ２ 

議案第３７号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 ３ 

議案第３８号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 ４ 

議案第３９号 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 部 ５ 

議案第４０号 
木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 
財 務 部 ６ 

議案第４１号 
木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の制定について 
市 民 部 １２ 

議案第４２号 
木更津市市民活動支援センターの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
市 民 部 １３ 

議案第４３号 

木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

健康こども部 １５ 

議案第４４号 きみさらず聖苑の指定管理者の指定について 環 境 部 １７ 

議案第４５号 製造請負契約の締結について 消 防 本 部 １８ 



 

議案第４６号 市道路線の認定について 都 市 整 備 部 １９ 

議案第４７号 
君津市と木更津市との間における火葬場に関する事

務の委託に関する協議について 
環 境 部 ２１ 

議案第４８号 
富津市と木更津市との間における火葬場に関する事

務の委託に関する協議について 
環 境 部 ２４ 

議案第４９号 
袖ケ浦市と木更津市との間における火葬場に関する

事務の委託に関する協議について 
環 境 部 ２７ 

 



議案第３２号 

   木更津市副市長の選任について 

 木更津市副市長に次の者を選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６２

条の規定により、議会の同意を求める。 

住 所 氏 名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 田 中  幸 子 □□□□□□□□□□ 

令和４年６月２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市副市長田中幸子氏の任期満了に伴い、同氏を再度選任しようとするものである。 
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議案第３６号 

   木更津市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 木更津市固定資産評価審査委員会の委員に次の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

住 所 氏 名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 齊 藤  英 一 □□□□□□□□□□ 

令和４年６月２日提出  

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市固定資産評価審査委員会委員加藤誠氏の任期満了に伴い、新たに齊藤英一氏を選任し

ようとするものである。 
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議案第３７号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

住 所 氏 名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 藤 森  けい子 □□□□□□□□□□ 

令和４年６月２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市区域の人権擁護委員藤森けい子氏の任期満了に伴い、委員候補者の推薦依頼があった

ので、同氏を再度委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求めるもの

である。 
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議案第３８号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

住 所 氏 名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 佐久間  克 美 □□□□□□□□□□ 

令和４年６月２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市区域の人権擁護委員佐久間克美氏の任期満了に伴い、委員候補者の推薦依頼があった

ので、同氏を再度委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求めるもの

である。 
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議案第３９号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

住 所 氏 名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 安 藤 順 子 □□□□□□□□□□ 

令和４年６月２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

提案理由 

木更津市区域の人権擁護委員について、委員候補者の推薦依頼があったので、安藤順子氏を新

たに委員の候補者として法務大臣に対して推薦するため、議会の意見を求めるものである。 
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議案第４０号 

木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

木更津市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和４年６月２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市税条例等の一部を改正する条例 

（木更津市税条例の一部改正） 

第１条 木更津市税条例（昭和３６年木更津市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

 第１８条の４第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明書に住所に

代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）」を加える。 

  第３３条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に特定配

当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該

特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

第３３条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載がある

ときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。 

第３４条の８第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」を「確

定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分」を「確定申告書に係る年の末日の属

する年度の翌年度分」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対 

象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。） 

の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計 

所得金額が９５万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改める。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１

項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに限る。）の自己
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と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色事業専従者に該当するもの

で同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当す

るものを除き、合計所得金額が１３３万円以下であるものに限る。次条第１項において同

じ。）の氏名 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１

項中「あつて、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下

であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する

退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であつて、合計所得金

額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は」を、「控除対

象扶養親族」の次に「であつて退職手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第３号を

第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 特定配偶者の氏名

第４８条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」に、「同条第

６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２１条の８第６９項」を「第３２

１条の８第７１項」に改める。 

第５３条の７中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

第７３条の２第１項中「閲覧の手数料」を「閲覧（法第３８２条の４に規定する固定資産課

税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）の手数料」に改める。 

第７３条の３第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明書に住所に

代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

附則第５条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令和３年」を「令

和７年」に改める。 

附則第８条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第３項中「附則第１５条 

第１６項」を「附則第１５条第１５項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２３項」を「 

附則第１５条第２２項」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２４項第１号」を「附則第１ 

５条第２３項第１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２４項第２号」を「附則第１５ 

条第２３項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２４項第３号」を「附則第１５条 

第２３項第３号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２５項第１号」を「附則第１５条第 

２４項第１号」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２ 
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４項第２号」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第 

２６項第１号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２７項第１号ロ」を「附則第１５ 

条第２６項第１号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２７項第１号ハ」を「附則第 

１５条第２６項第１号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附 

則第１５条第２６項第１号ニ」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第２７項第２号イ」を

「附則第１５条第２６項第２号イ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２７項第２号ロ」

を「附則第１５条第２６項第２号ロ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２７項第２号

ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第２７項第

３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に改め、同条第１８項中「附則第１５条第２７ 

項第３号ロ」を「附則第１５条第２６項第３号ロ」に改め、同条第１９項中「附則第１５条第 

２７項第３号ハ」を「附則第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同条第２０項中「附則第１５ 

条第３０項」を「附則第１５条第２９項」に改め、同条第２１項中「附則第１５条第３４項」 

を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第２２項中「附則第１５条第３５項」を「附則第１ 

５条第３４項」に改め、同条第２３項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第３９項」

に改め、同条第２４項中「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条第４３項」に改め、同条 

中第２６項を第２７項とし、第２５項を第２６項とし、第２４項の次に次の１項を加える。 

２５ 法附則第１５条第４４項に規定する市の条例で定める割合は、４分の３とする。 

附則第８条の３第８項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、「熱損失

防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失

防止改修工事等」に改め、同条第１０項中「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防

止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅

専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

附則第１４条の３第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の配当等

（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、

市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当

所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 

附則第１５条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７条の８」に 

改める。 
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附則第１６条の４第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第３６条の３ 

第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき 

に限り、適用する。 

附則第１６条の４の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第３６条の３

第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき

に限り、適用する。 

附則第１６条の４の２第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分の所得税

に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改め、「（条約

適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める

ときを含む。）」を削る。 

  附則第１６条の８中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」を削 

る。 

附則第１６条の９を削る。 

附則第２２条中「第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第２６項、第２９項、

第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項まで、第４２項若しくは第４３項」を「第

１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第２５項、第２８項、第３２項から第３６項

まで、第３９項、第４０項若しくは第４４項」に改める。 

（木更津市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 木更津市税条例等の一部を改正する条例（令和３年木更津市条例第２３号）の一部を次

のように改正する。 

第１条のうち木更津市税条例第３６条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除

く」を「年齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を加え、

「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附則第２条第３項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第２４条第２項及び第３６

条の３の３第１項並びに附則第３条の３第１項の規定」に改める。 

附 則 

（施行期日） 
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第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

⑴ 第１条中木更津市税条例第３６条の３の２の見出し及び同条第１項並びに第３６条の３の

３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第５条の３の２第１項、第１５条の 

２第３項及び第１６条の８の改正規定並びに同条例附則第１６条の９を削る改正規定並びに 

第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定並びに附則第３条第１項及び第２項の規定 

令和５年１月１日 

⑵ 第１条中木更津市税条例第３３条第４項及び第６項、第３４条の８第１項及び第２項、第

３６条の２第１項ただし書並びに第５３条の７の改正規定並びに同条例附則第１４条の３第

２項、第１６条の４第４項並びに第１６条の４の２第４項及び第６項の改正規定並びに第２

条（木更津市税条例等の一部を改正する条例（令和３年木更津市条例第２３号）附則第２条

第３項の改正規定に限る。）の規定並びに附則第３条第３項の規定 令和６年１月１日 

⑶ 第１条中木更津市税条例第１８条の４第１項、第７３条の２第１項及び第７３条の３第１

項の改正規定並びに次条並びに附則第４条第３項及び第４項の規定 令和６年４月１日 

  （納税証明書に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の木更津市税条例（以下「新条例」という。）第１８条の４

第１項（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定

は、前条第３号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定による証明書

の交付について適用する。 

  （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（ 

以下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第３６ 

条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書につ 

いて適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の木更津市税条例（ 

次項において「旧条例」という。）第３６条の３の２第１項に規定する給与について提出した 

同項及び同条第２項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）について提出
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する新条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を

受けるべき公的年金等について提出した旧条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書につ

いては、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の木更津市税条例の規定中個人の市民税に関す 

る部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。 

  （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和４年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部を改正す

る法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法附則第１５条第２項に規

定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の木更津市税条例第７３条の２第１項（地方税

法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる

同法第３８２条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措置を

講じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

４ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の木更津市税条例第７３条の３第１項（地方税

法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる 

同法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）

の交付について適用する。 

  （都市計画税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の都市計画税につ

いて適用し、令和３年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）の施行に伴い、関係条例の整備をし

ようとするものである。 
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議案第４１号 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和４年６月２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

木更津市国民健康保険税条例（昭和５０年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第２項ただし書中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項ただし書中「１９万

円」を「２０万円」に改める。 

第２３条第１項中「６３万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の木更津市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和４年政令第１３３号）の施行に伴い、関係条文

の整備をしようとするものである。 
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議案第４２号 

木更津市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

木更津市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

令和４年６月２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

木更津市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例（平成２７年木更津市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表木更津市市民活動支援センターの項中「中央一丁目１番６号」を「中央一丁目４番

９号」に改める。 

第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条から第１１条までを１条ずつ繰り上げる。 

第１２条第１項第３号中「第１０条第２項各号」を「第９条第２項各号」に改め、同条を第１

１条とし、第１３条から第１５条までを１条ずつ繰り上げる。 

第１６条第３号中「第１２条」を「第１１条」に改め、同条第４号中「第１４条第２項各号」

を「第１３条第２項各号」に改め、同条第５号中「第１４条第３項」を「第１３条第３項」に改

め、同条を第１５条とし、第１７条から第２２条までを１条ずつ繰り上げる。 

第２３条第１号中「第２１条第１項」を「第２０条第１項」に改め、同条を第２２条とし、第

２４条を第２３条とする。 

第２５条第１項中「第１６条」を「第１５条」に改め、同条を第２４条とし、第２６条を第２

５条とする。 

第２７条中「第１４条第２項」を「第１３条第２項」に、「第１６条」を「第１５条」に改め、

同条を第２６条とし、第２８条を第２７条とし、第２９条を第２８条とする。 

別表を次のように改める。 

別表（第１６条第３項） 

施設等の区分 単位 利用料金 

第１会議室 １時間当たり ３７０円 
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第２会議室 １時間当たり ２１０円 

メールボックス １年当たり １，０００円 

備考 

１ 市外のものが会議室を使用する場合の利用料金は、施設等の区分に応じて本表に規定す

る利用料金にその５割に相当する額を加算した額とする。 

２ 利用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げて計算する。 

３ メールボックスの利用料金は、４月１日から翌年の３月３１日までの利用料金とし、こ

の期間の途中から、又は途中までの使用も同額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行す

る。 

（施行前の準備） 

２ この条例による改正後の木更津市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例（以下

「新条例」という。）の規定による利用料金の決定の手続きその他の行為は、この条例の施行

の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 新条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に

係る利用料金については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市市民活動支援センターの移転に伴い、位置及び利用料金を変更するため、関係条文の

整備をしようとするものである。 
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議案第４３号 

木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和４年６月２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準を定める条例（平成２６年木更津市条例第１７号）の一部を次のように改正す

る。 

第５７条中「交付し」」を「交付しなければならない。」」に、「通知し」を「通知しなけれ

ばならない。ただし、当該特定子ども・子育て支援が、特定子ども・子育て支援施設等である認

定こども園、幼稚園若しくは特別支援学校又は法第７条第１０項第５号に掲げる事業において提

供されるものである場合には、当該市町村及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、特定子ど

も・子育て支援提供証明書を交付することを要しない。」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（以下この項において「新条例」と

いう。）第５７条の規定により読み替えて適用する新条例第５６条第２項の規定は、この条例

の施行の日以降に行われる子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１

第１項に規定する特定子ども・子育て支援について適用し、同日前に行われた特定子ども・子

育て支援については、なお従前の例による。 
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提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和４年内閣府令第２

５号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第４４号 

きみさらず聖苑の指定管理者の指定について 

指定管理者を次のように指定する。 

  令和４年６月２日提出 

 木更津市長  渡 辺  芳 邦  

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

きみさらず聖苑 

  木更津市大久保８４３番地１ 

２ 指定管理者となる団体 

  木更津市潮見三丁目１３番２号 

  かずさまごころサービス株式会社 

  代表取締役 白川 裕康 

３ 指定の期間 

  令和４年１２月１日から令和２０年３月３１日まで 

提案理由 

きみさらず聖苑の指定管理者を指定しようとするため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第４５号 

製造請負契約の締結について 

市は、次のとおり製造請負契約を締結する。 

  令和４年６月２日提出 

  木更津市長 渡 辺  芳 邦 

１ 工 事 等 名  救助工作車整備事業 

２ 工事等場所  木更津市潮見二丁目１番地 木更津市消防本部 

３ 工事等概要  車両概要 シングルワイドキャブオーバー型、５．５トン車級増トン、Ｍ

Ｔ車、４ＷＤ 

乗車定員 ５人 

エンジン型式 ディーゼルターボエンジン 

最高出力 １７７ｋｗ（２４０ｐｓ） 

ぎ装 ウインチ付き、クレーン付き 

４ 契 約 金 額  １８９，９９２，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

５ 契約の相手方  東京都渋谷区笹塚一丁目２１番１７号 

櫻護謨株式会社 

取締役社長 中村 浩士 

６ 契約の方法  指名競争入札 

提案理由 

 救助工作車整備事業の製造請負契約の締結をするにあたり、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年木更津市条例第９号）第２条の規定により、議会の

議決を得ようとするものである。 
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議案第４６号 

市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、木更津市道路線を次のとお

り認定する。 

  令和４年６月２日提出 

木更津市長  渡 辺 芳 邦  

整理 

番号 
路 線 名 

起 点 

終 点 

１ 
市  道 
２５０９ 
号  線 

中里字宝４６７番５地先 

中里字宝４６９番９地先 

２ 
市  道 
２５１０ 
号  線 

万石字作田４４０番４地先 

万石字作田４４０番６地先 

３ 
市  道 
２５１１ 
号  線 

高柳字宮ノ前４８２３番７地先 

高柳字宮ノ前４８２３番１０地先 

４ 
市  道 
２５１２ 
号  線 

江川字山王８４番４地先 

江川字山王８４番１地先 

５ 
市  道 
７９９９ 
号  線 

請西字望地谷８７４番１４地先 

請西字望地谷８７４番１２地先 

６ 
市  道 
６６５６ 
号  線 

清見台南四丁目１２番３２地先 

清見台南四丁目１２番１２６地先 

７ 
市  道 
６６５７ 
号  線 

清見台南四丁目１２番４３地先 

清見台南四丁目１２番５２地先 

８ 
市  道 
６６５８ 
号  線 

清見台南四丁目１２番６２地先 

清見台南四丁目１２番６８地先 

９ 
市  道 
６６５９ 
号  線 

清見台南四丁目１２番７８地先 

清見台南四丁目１２番８４地先 

１０ 
市  道 
６６６０ 
号  線 

清見台南四丁目１２番９４地先 

清見台南四丁目１２番１００地先 
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１１ 
市  道 
６６６１ 
号  線 

清見台南四丁目１２番１１０地先 

清見台南四丁目１２番１１６地先 

１２ 
市  道 
６６６２ 
号  線 

清見台南四丁目１２番１３３地先 

清見台南四丁目１２番１４５地先 

１３ 
市  道 
６６６３ 
号  線 

清見台南四丁目１５番２４地先 

清見台南四丁目１５番２１地先 

１４ 
市  道 
６６６４ 
号  線 

清見台南四丁目１５番１７地先 

清見台南四丁目１５番１７地先 

１５ 
市  道 
６６６５ 
号  線 

清見台南四丁目１２番１０地先 

清見台南四丁目１２番２５地先 

１６ 
市  道 
２５１３ 
号  線 

長須賀字浜７１１番４地先 

長須賀字浜７１１番７地先 

提案理由 

 開発行為により築造された道路を市道に認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第４７号 

君津市と木更津市との間における火葬場に関する事務の委託に関する協議について 

 君津市と木更津市との間における火葬場に関する事務の委託に関する規約を次のとおり制定す 

ることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、

君津市と協議する。 

  令和４年６月２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

君津市と木更津市との間における火葬場に関する事務の委託に関する規約 

 （趣旨） 

第１条 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２５２条

の１４第１項の規定により、木更津市火葬場における君津市の火葬場に関する事務を木更津市

に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（委託事務の範囲） 

第２条 君津市は、次に掲げる事務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行を木更津市に

委託する。 

⑴ 火葬に関する事務

⑵ 施設及び設備の維持管理に関する事務

⑶ その他火葬場の運営に関する事務

 （管理及び執行の方法） 

第３条 委託事務の管理及び執行については、木更津市の条例及び規則（以下「条例等」という。）

の定めるところによるものとする。 

 （経費の負担） 

第４条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、君津市の負担とする。 

２ 君津市の負担すべき経費については、木更津市長が君津市長と協議して定めた額を、君津市

は、毎年度、木更津市に納付するものとする。 

３ 前項に規定する協議を行うに当たっては、木更津市長は、委託事務に要する経費に関する書

類を作成し、あらかじめ君津市長に送付するものとする。 

４ その他特別な経費が生じる場合は、その負担額等について、木更津市長が君津市長と協議し

て別に定めるものとする。 
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 （予算の計上） 

第５条 木更津市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を木更津市の歳入歳出予算

において分別して計上するものとする。 

 （収入の帰属） 

第６条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料その他の収入は、全て木更津市

の収入とする。 

 （決算の場合の措置） 

第７条 木更津市長は、法第２３３条第６項の規定により、決算の要領を公表したときは速やか

に当該決算の委託事務に関する部分を君津市長に通知するものとする。 

 （連絡会議） 

第８条 木更津市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて君

津市長と連絡会議を開くものとする。ただし、君津市長の申出がある場合においては、臨時に

連絡会議を開くことができる。 

 （条例等改廃の場合の措置） 

第９条 委託事務の管理及び執行について適用される木更津市の条例等を改廃しようとする場合

においては、あらかじめ君津市長と協議しなければならない。 

２ 木更津市長は、委託事務の管理及び執行について適用される木更津市の条例等を改廃したと

きは、直ちに当該条例等を君津市長に通知しなければならない。 

３ 前項の規定による通知があったときは、君津市長は直ちに当該条例等を公表しなければなら

ない。 

 （委任） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、君津市

長と木更津市長との協議により定める。 

   附 則 

１ この規約は、令和４年１２月１日から施行する。 

２ 君津市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する木更津市の条例等が君津市に適

用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。 

３ 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、委託事務の管理及び執行に係る収支は、

廃止の日をもってこれを打ち切り、木更津市長がこれを決算する。この場合において、決算に 
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伴って生ずる剰余金は、速やかに君津市に還付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市が共同して整備するきみさらず聖苑の供用開始に伴い、

火葬場に関する事務の委託に関する規約を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律 

第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、君津市と協議をするに当たり、同条第３項で 

準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第４８号 

   富津市と木更津市との間における火葬場に関する事務の委託に関する協議について 

 富津市と木更津市との間における火葬場に関する事務の委託に関する規約を次のとおり制定す 

ることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、

富津市と協議する。 

  令和４年６月２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

   富津市と木更津市との間における火葬場に関する事務の委託に関する規約 

 （趣旨） 

第１条 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２５２条

の１４第１項の規定により、木更津市火葬場における富津市の火葬場に関する事務を木更津市

に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （委託事務の範囲） 

第２条 富津市は、次に掲げる事務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行を木更津市に

委託する。 

 ⑴ 火葬に関する事務 

 ⑵ 施設及び設備の維持管理に関する事務 

 ⑶ その他火葬場の運営に関する事務 

 （管理及び執行の方法） 

第３条 委託事務の管理及び執行については、木更津市の条例及び規則（以下「条例等」という。）

の定めるところによるものとする。 

 （経費の負担） 

第４条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、富津市の負担とする。 

２ 富津市の負担すべき経費については、木更津市長が富津市長と協議して定めた額を、富津市

は、毎年度、木更津市に納付するものとする。 

３ 前項に規定する協議を行うに当たっては、木更津市長は、委託事務に要する経費に関する書

類を作成し、あらかじめ富津市長に送付するものとする。 

４ その他特別な経費が生じる場合は、その負担額等について、木更津市長が富津市長と協議し

て別に定めるものとする。 
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 （予算の計上） 

第５条 木更津市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を木更津市の歳入歳出予算

において分別して計上するものとする。 

 （収入の帰属） 

第６条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料その他の収入は、全て木更津市

の収入とする。 

 （決算の場合の措置） 

第７条 木更津市長は、法第２３３条第６項の規定により、決算の要領を公表したときは速やか

に当該決算の委託事務に関する部分を富津市長に通知するものとする。 

 （連絡会議） 

第８条 木更津市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて富

津市長と連絡会議を開くものとする。ただし、富津市長の申出がある場合においては、臨時に

連絡会議を開くことができる。 

 （条例等改廃の場合の措置） 

第９条 委託事務の管理及び執行について適用される木更津市の条例等を改廃しようとする場合

においては、あらかじめ富津市長と協議しなければならない。 

２ 木更津市長は、委託事務の管理及び執行について適用される木更津市の条例等を改廃したと

きは、直ちに当該条例等を富津市長に通知しなければならない。 

３ 前項の規定による通知があったときは、富津市長は直ちに当該条例等を公表しなければなら

ない。 

 （委任） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、富津市

長と木更津市長との協議により定める。 

   附 則 

１ この規約は、令和４年１２月１日から施行する。 

２ 富津市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する木更津市の条例等が富津市に適

用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。 

３ 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、委託事務の管理及び執行に係る収支は、

廃止の日をもってこれを打ち切り、木更津市長がこれを決算する。この場合において、決算に 
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伴って生ずる剰余金は、速やかに富津市に還付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市が共同して整備するきみさらず聖苑の供用開始に伴い、

火葬場に関する事務の委託に関する規約を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律 

第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、富津市と協議をするに当たり、同条第３項で 

準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第４９号 

   袖ケ浦市と木更津市との間における火葬場に関する事務の委託に関する協議について 

 袖ケ浦市と木更津市との間における火葬場に関する事務の委託に関する規約を次のとおり制定

することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定によ

り、袖ケ浦市と協議する。 

  令和４年６月２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

   袖ケ浦市と木更津市との間における火葬場に関する事務の委託に関する規約 

 （趣旨） 

第１条 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２５２条

の１４第１項の規定により、木更津市火葬場における袖ケ浦市の火葬場に関する事務を木更津

市に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （委託事務の範囲） 

第２条 袖ケ浦市は、次に掲げる事務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行を木更津市

に委託する。 

 ⑴ 火葬に関する事務 

 ⑵ 施設及び設備の維持管理に関する事務 

 ⑶ その他火葬場の運営に関する事務 

 （管理及び執行の方法） 

第３条 委託事務の管理及び執行については、木更津市の条例及び規則（以下「条例等」という。）

の定めるところによるものとする。 

 （経費の負担） 

第４条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、袖ケ浦市の負担とする。 

２ 袖ケ浦市の負担すべき経費については、木更津市長が袖ケ浦市長と協議して定めた額を、袖

ケ浦市は、毎年度、木更津市に納付するものとする。 

３ 前項に規定する協議を行うに当たっては、木更津市長は、委託事務に要する経費に関する書

類を作成し、あらかじめ袖ケ浦市長に送付するものとする。 

４ その他特別な経費が生じる場合は、その負担額等について、木更津市長が袖ケ浦市長と協議

して別に定めるものとする。 

27



 （予算の計上） 

第５条 木更津市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を木更津市の歳入歳出予算

において分別して計上するものとする。 

 （収入の帰属） 

第６条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料その他の収入は、全て木更津市

の収入とする。 

 （決算の場合の措置） 

第７条 木更津市長は、法第２３３条第６項の規定により、決算の要領を公表したときは速やか

に当該決算の委託事務に関する部分を袖ケ浦市長に通知するものとする。 

 （連絡会議） 

第８条 木更津市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて袖

ケ浦市長と連絡会議を開くものとする。ただし、袖ケ浦市長の申出がある場合においては、臨

時に連絡会議を開くことができる。 

 （条例等改廃の場合の措置） 

第９条 委託事務の管理及び執行について適用される木更津市の条例等を改廃しようとする場合

においては、あらかじめ袖ケ浦市長と協議しなければならない。 

２ 木更津市長は、委託事務の管理及び執行について適用される木更津市の条例等を改廃したと

きは、直ちに当該条例等を袖ケ浦市長に通知しなければならない。 

３ 前項の規定による通知があったときは、袖ケ浦市長は直ちに当該条例等を公表しなければな

らない。 

 （委任） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、袖ケ浦

市長と木更津市長との協議により定める。 

   附 則 

１ この規約は、令和４年１２月１日から施行する。 

２ 袖ケ浦市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する木更津市の条例等が袖ケ浦市

に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。 

３ 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、委託事務の管理及び執行に係る収支は、

廃止の日をもってこれを打ち切り、木更津市長がこれを決算する。この場合において、決算に 
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伴って生ずる剰余金は、速やかに袖ケ浦市に還付しなければならない。 

提案理由 

木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市が共同して整備するきみさらず聖苑の供用開始に伴い、

火葬場に関する事務の委託に関する規約を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律 

第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、袖ケ浦市と協議をするに当たり、同条第３項 

で準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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